
潟上市子ども会育成会連絡協議会総会

日 時 ：令和８年５月２２日（金）

午後６時００分

会 場 ：市民センター昭和館

次 第

１ . 会長あいさつ

２ . 感謝状贈呈

３．来賓祝辞 潟上市教育委員会教育長 吉原 慎一 様

４ . 議長選出

５ . 議案

（１）令和７年度事業報告及び令和７年度収支決算報告について

（２）令和７年度会計監査報告について

（３）令和８年度事業計画（案）及び令和８年度収支予算（案）に

ついて

（４）会則改正について

６ . その他

・バスツアー・花いっぱい活動・夢活動について

・情報交換



 事 業 ・ 会 議 名 会 場 等 実施状況

４月 ９日 会計監査 潟上市役所 〇

９日 第１回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 潟上市役所 〇

５月 ９日 潟上市子ども会育成会連絡協議会総会      市民センター昭和館 〇

15日 書面決議 〇

中旬 潟上市子ども会育成会連絡協議会だより作成 ○

29日 秋田県子ども会育成連合会総会 秋田県生涯学習センター ○

６月 上旬 潟上市子ども会育成会連絡協議会だより発行 ○

22日 第２回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 イトク ２階 ○

６月 ～８月 花いっぱい活動 ※申請期間：６月～８月 ○（申請３件）

６月 ～10月 「子ども会夢活動」支援事業 （前期） ※申請期間：～１０月 ○（申請２件）

23日 社会を明るくする運動推進委員会 潟上市役所 ○

23日 バスツアーチラシ配布・申込受付開始 ○

７月 １日 社会を明るくする運動 挨拶運動 市内各駅 ○

26～28日 秋田県ジュニアリーダー・指導者研修会 岩城少年自然の家 ○

29日 かたがみこどもバスツアー ブラウブリッツ秋田クラブハウス等 ○

８月 1～3日 東北地区ジュニア・リーダー大会 青森県立種差少年自然の家 ○

５日 秋田県児童健全育成表彰授賞式 秋田県庁 ○

６日 第３回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 イトク ２階 ○

24日 天王グリーンランドまつり子ども遊びの広場 子ども出店 天王グリーンランド ○

９月 19日 臨時役員会 イトク ２階 ○

28日 チャレンジキッズinきたあきた 北秋田市 ○

28日 秋田県子ども会育成連合会表彰 北秋田市 ○

１０月 ４日 ジュニアリーダー研修会 旧東湖小学校 ○

１０月 ～３月 「子ども会夢活動」支援事業 （後期） ※申請期間：10月～ ○（申請１件）

１１月 1～2日 東北地区子ども育成研究協議会山形大会 山形県 ○

７日 第４回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 潟上市役所 ○

７日 中３応援プロジェクトへの協力 潟上市役所 ○

15∼16日 全国子ども会育成中央大会研究会議 熊本市 ○

１２月 ３日 第５回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 潟上市役所 ○

３日 たこ作り体験チラシ配布・申込受付開始 ○

１月 ４日 ２０２６年 親子たこ作り体験 キラ☆星館 ○

３月 ９日 第６回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 潟上市役所 ○

役員研修 未定 ×

各種表彰の推薦（全子連・東北子連・秋田県・県子連） 〇

                                令和７年度 事業報告
期 日

未定

随時
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総収入額 円

総支出額 円

差引残額 円

収入の部

項　目 予算額 決算額 差引増減

繰越金 313,418 313,418 0 前年度から繰越

会　　費 39,000 25,500 △ 13,500 500円 × 51単位子ども会

市補助金 450,000 円

夢基金助成金（ジュニアリーダー研修会） 65,994 円

夢基金助成金（親子たこ作り体験） 141,518 円

バスツアー参加費 13,000 円

天王グリーンランド祭売上げ 50,000 円

親子たこ作り体験参加費 9,600 円

預金利子 648 円

共済加入促進費 17,670 円

合　　計 900,000 1,087,348 187,348

支出の部

項　目 予算額 決算額 差引増減

会議費 40,000 107,035 67,035 会議・役員会(内:全国子ども会中央会議87,021円)

バスツアー 76,200 円

花いっぱい活動 27,390 円

夢活動支援事業 75,000 円

天王グリーンランドまつり出店 59,178 円

ジュニアリーダー研修会 84,510 円

親子たこ作り体験 197,919 円

東北地区研究協議会 81,240 円

県子連表彰 10,000 円

潟子連20周年慰労会 42,600 円

その他（JL補助・ポロシャツ購入等） 51,000 円

広報費 100,000 22,639 △ 77,361 リーフレット印刷等

事業通信費 60,000 42,250 △ 17,750 送料・振込手数料等

負担金 20,000 20,000 0 県子連年会費

予備費 20,000 4,800 △ 15,200 役員共済費 4,800 円

合　　計 900,000 901,761 1,761

令和７年度　収支決算書

1,087,348
901,761
185,587

（単位：円）

備　　　考

（単位：円）

補助金 450,000 657,512 207,512

事業収入 96,000 72,600 △ 23,400

雑収入 1,582 18,318 16,736

事業費 660,000 705,037 45,037
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 事 業 ・ 会 議 名 会 場 等

４月 14日 会計監査 かたりあん

14日 第１回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 かたりあん

４月 ～５月 潟上市子ども会育成連絡協議会だよりの作成→５月発行

５月 上旬 潟上市子ども会育成会連絡協議会総会      市民センター昭和館

上旬 潟子連２０周年感謝状授与式・座談会 市民センター昭和館

上旬 潟上市子ども会育成会連絡協議会だより発行

６月 上旬 秋田県子ども会育成連合会総会 秋田県生涯学習センター

上旬 第２回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 潟上市役所

６月 ～８月 花いっぱい活動 ※申請期間：６月～８月

６月 ～10月 「子ども会夢活動」支援事業 （前期） ※申請期間：～１０月

下旬 バスツアーチラシ配布・申込受付開始

７月 27日 かたがみこどもバスツアー 未定

８月 初旬 秋田県児童健全育成表彰授賞式 秋田県庁

８～１０日 東北地区ジュニア・リーダー研修会 宮城県 国立花山青少年自然の家

中旬 夏祭り子ども出店準備打合せ 未定

23日 天王グリーンランドまつり子ども遊びの広場 子ども出店 天王グリーンランド

９月 11～13日 秋田県ジュニアリーダー・指導者研修会 岩城少年自然の家

１０月 ～３月 「子ども会夢活動」支援事業 （後期） ※申請期間：10月～

下旬 秋田県子ども会安全啓発初級ファシリテーター養成講習会 秋田県生涯学習センター

下旬 第３回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 潟上市役所

１１月 ７～８日 東北地区子ども育成研究協議会福島大会 福島県

１４日 潟上市ジュニアリーダー研修会 未定

２９日 チャレンジキッズinあきた 秋田市

２９日 秋田県子ども会育成連合会表彰 秋田市

下旬 第４回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 潟上市役所

下旬 中３応援プロジェクトへの協力 潟上市役所

１２月 上旬 たこ作り体験打合せ 潟上市役所

下旬 たこ作り体験チラシ配布・申込受付開始

１月 10日 ２０２７年 親子たこ作り体験 キラ☆星館

２月 下旬 第５回 潟上市子ども会育成会連絡協議会役員会 潟上市役所

役員研修 未定

各種表彰の推薦

令和８年度 事業計画（案）
期 日

未定

随時
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総収入額 円

総支出額 円

差引残額 円

収入の部 （単位：円）

項　目 本年度 前年度 差引増減

繰越金 185,587 313,418 △ 127,831 前年度より繰越

会　　費 28,000 39,000 △ 11,000 500円 × 56単位子ども会

市補助金 450,000 円

夢基金助成金（ジュニアリーダー研修会） 154,000 円

夢基金助成金（親子たこ作り体験） 152,000 円

グリーンランドまつり出店売上 50,000 円

バスツアー・親子たこ作り体験参加費 30,000 円

雑収入 413 1,582 △ 1,169 利息等

合　　計 1,050,000 900,000 150,000

支出の部 （単位：円）

項　目 本年度 前年度 差引増減

会議費 40,000 40,000 0

バスツアー 110,000 円

花いっぱい活動 40,000 円

夢活動支援事業 100,000 円

天王グリーンランドまつり出店 100,000 円

ジュニアリーダー研修会 180,000 円

親子たこ作り体験 180,000 円

東北地区研究協議会 80,000 円

県子連表彰 20,000 円

その他研修等 30,000 円

広報費 70,000 100,000 △ 30,000 リーフレット印刷等

事業通信費 50,000 60,000 △ 10,000 送料・振込手数料等

負担金 20,000 20,000 0 県子連年会費

役員共済費 10,000 0 10,000 役員共済費

予備費 20,000 20,000 0

合　　計 1,050,000 900,000 150,000

令和８年度　収支予算書（案）

1,050,000
1,050,000

0

備　　　考

備　　　考

会議・役員会

補助金 756,000 450,000 306,000

事業収入 80,000 96,000 △ 16,000

事業費 710,000 660,000 50,000

研修費 130,000 0 130,000
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花いっぱい活動の一連の流れ

「子ども会花いっぱい活動申請書」「子ども会花いっぱい活動報告書」「助成金振

込票」に必要事項を記入し、「花壇の写真３～４枚」「領収書のコピー」を添付して

潟上市役所文化スポーツ課に提出してください。助成金の振込は９月を予定してお

ります。

活動終了後に花壇の花が咲いた写真を、次のメールアドレスへ提出してください。

【メールアドレス：katakoren001@gmail.com】

※申請期間は、６月～８月末日までです。

※市子ども会育成会連絡協議会では、費用が１万円未満の場合は全額を助成します。

１万円以上の場合は、１万円を助成し残額は各子ども会の負担となります。

また、助成の対象となるのは、花苗や土です。花壇の製作に使用する物品（スコッ

プや軍手等）、休憩時の飲食代等は対象になりませんので、花苗や土のみの領収書

の提出をお願いします。

花いっぱい活動について

潟上市子ども会育成会連絡協議会では、仲間と共に花づくりをすること

で、豊かで思いやりのある心を育むことを目的とし、花いっぱい活動を実施

します。

花いっぱい活動は、各子ども会で花壇づくりを行います。花壇は子どもた

ちで手入れを行うよう、ご指導をお願いします。

花苗や土の費用は最大で１万円まで助成します。近隣の子ども会との合同

実施も可能です。
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申請から助成までの流れ

① 活動終了後、「子ども会夢活動支援事業申請書」「子ども会夢活動実施計画書」「助

成金振込先票」に加えて「事業完了報告書」「支出内訳書（領収書のコピー添付）」

「活動の写真・会話等報告書」に必要事項を記入し、潟上市役所文化スポーツ課

に提出します。

※申請の締切は前期１０月３０日（金）、後期２月２６日（金）となります。

締切を過ぎた場合は、審査が間に合わないため受付できません。御注意ください。

② 潟上市子ども会育成会連絡協議会にて各申請事業を審査し、各子ども会への助成

額を決定します。

③ 審査の後、申請をした子ども会に助成額通知を発送します。後日、助成金振込先

口座に助成額が振り込まれます。

※各単位子ども会が助成申請できるのは、複数のイベントを開催する場合であっても、

前期・後期通じて助成申請可能事業は１事業となります。

※当事業は飲食代(子どもが調理を体験する場合の食材費等は除く)、子ども達に贈呈

する記念品代、エンターテイメント施設への入館料等に対する助成は行いません。

また、助成額は類似した企画内容であっても子どもの人数により変わります。あら

かじめ御了承ください。

※当事業は、子どもの体験活動に対してのみの補償となります。

※当助成申請は子ども会安全共済に加入していることが条件となります。未加入子ど

も会は審査対象外となりますのでご注意ください。

※助成に対する判断基準の詳細を希望される場合は、潟上市子ども会育成会連絡協議

会理事等にご相談ください。

※事業報告書に添付していただいた写真は年度末に発行する潟子連活動広報チラシ

に転載させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

子ども会夢活動について

秋田県子ども会育成連合会及び潟上市子ども会育成会連絡協議会では「子

ども会夢活動支援事業」として、各子ども会の活動に助成しています。前期

（４月～１０月）・後期（１１月～２月）に実施するイベントが対象です。

※ほかの助成金と重複して申請することはできません。
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潟上市子ども会育成会連絡協議会会則（案）

（名称）

第１条 本会は、潟上市子ども会育成会連絡協議会と称し、略称を潟子連と称する。

（目的）

第２条 本会は、潟上市の子ども会育成会活動に対して、協力と支援を行うとともに、

会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。

（事業）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）子どもの健全な育成に関する事業

（２）会員の親睦と連帯を深め、子どもの育成に役立つ事業

（３）その他、子ども会の育成及び運営に必要と認めた事業

（組織）

第４条 本会は、潟上市内各単位子ども会育成者並びに本会の目的に賛同する者をもっ

て組織する。

（事務所）

第５条 本会の事務所は、会長の指定するところにおく。

（役員）

第６条 本会に会長１名、副会長３名、会計１名、監事２名、理事６名以上、運営委員

若干名をおく。

（１）会長、副会長、会計は、理事会において選出し、総会において承認する。

（２）理事は、総会において承認する。

（３）監事は、総会において選出する。

（４）運営委員は、会長が委嘱する。

２ 本会に顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は会長が委嘱し理事

会の承認を得る。

３ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。また、補充によって就任した役員の任

期は前任者の残任期間とする。

４ 役員の職務は次のとおりとする。

（１）会長は、本会を代表し会務を総括する。

（２）副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。

（３）理事は、本会の会務を執行する。

（４）会計は、本会の会計を処理する。

（５）監事は、本会の会計及び事業を監査する。
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（会議）

第７条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

２ 総会は、毎年１回開催し、潟上市単位子ども会代表者をもって構成し、会長が

招集する。

（１）総会の議長は、そのつど出席者の互選で決める。

（２）総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長がこれ

を決する。

３ 総会は次の事項を審議する。

（１）会則の変更に関すること

（２）役員の承認

（３）事業計画の作成

（４）予算及び決算に関する事項

（５）その他会長が必要と認める事項

４ 理事会は、会長、副会長、理事及び運営委員で構成し、会長が招集する。

５ 理事会は、次の事項を審議する。

（１）総会に付議する議案の作成

（２）総会の決定事項の執行

（３）その他会長が必要と認める事項

（会計）

第８条 本会の運営費並びに会計年度は、次のとおりとする。

（１）本会の運営は、会費・市補助金及びその他の収入などをもって充てる。

（２）本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（附則）

本会則は、 平成１７年７月１１日から施行する。

制 定 平成１７年７月１１日

一部改正 平成１８年５月３１日

改 正 平成２１年５月２５日

一部改正 平成２９年６月１日

一部改正 令和 ８年６月１日
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令和７年度～令和８年度役員

氏　　名

会 長 鈴 木 亜 紀

副 会 長 藤 原 仁 美

副 会 長 寺 田 信 博

副 会 長 佐 藤 有 加

理 事 菅 原 蘭 子

理 事 沢 井 仁

理 事 千 種 正

理 事 浅 野 美 穂

理 事 加 藤 大 地

理 事 鐙 恵

理 事 金 子 弥 生

運営委員 佐 藤 存

運営委員 伊 藤 愛 子

運営委員 長 谷 川 文 子

運営委員 各 小 学 校 PTA

会 計 石 黒 絵 里 子

監 事 武 藤 順 子

監 事 加 藤 睦 子

顧 問 鎌 田 英 告

潟上市子ども会育成会連絡協議会　役員

役 職
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－ メ モ －
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